
政治資金監査に関する研修実施要領及び令和９年以降に行う 

政治資金監査に関する研修実施要領の改正について（案） 

１ 改正（案）の内容 

(1) 政治資金監査に関する研修実施要領（平成２０年１２月１０日政

治資金適正化委員会決定）を資料２（１）のとおり改正する。 

(2) 令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修実施要領（令和７

年６月３０日政治資金適正化委員会決定）を資料２（２）のとおり改

正する。 

２ 改正の理由 

  事務の効率化の観点から研修事務を見直すもの。 

  なお、本改正は、令和８年４月１日から施行する。 

資料２ 
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政治資金監査に関する研修実施要領 

平成２０年１２月１０日 

政治資金適正化委員会決定 
改正 平成２２年１２月 ８日 
改正 平成２５年 ６月１２日 
改正 平成２９年 ３月３１日 
改正 平成３０年 ８月 ９日 
改正 令和 元年 ５月 １日 
改正 令和 ３年１０月２１日 
改正 令和 ４年 ５月２５日 
改正 令和 ６年 ２月２８日 
改正 令和 ６年 ３月２５日 
改正 令和 ７年 ３月 ６日 
改正 令和 ８年  月  日 

１ 研修の目的 

 政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資金監査に関する

研修（以下「研修」という。）は、登録政治資金監査人が登録政治資金監査人

として必要な専門的知識を修得することを目的とする。 

２ 研修の対象者 

政治資金規正法第１９条の１８第１項の規定による登録政治資金監査人 

３ 研修の時間及び内容 

（１）研修の時間は全体で３時間程度（講義は２時間半程度）とする。 

（２） 講義を２時間半程度行う。講義の内容及び時間配分は次のとおりとし、

前半と後半に分けて実施する。

① 以下の研修資料により、政治資金の制度に関する専門的知識及び政治

資金監査に関する具体的な指針の講義を１時間程度行う。

・「政治資金規正法のあらまし」

・「政治資金監査に関する具体的な指針」のうち以下の項目

Ⅰ．政治資金監査の目的 

Ⅱ．登録政治資金監査人 

Ⅲ．国会議員関係政治団体 

② 以下の研修資料により、政治資金監査に関する具体的な指針及びその

他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識の講義を１時間半程度

行う。

資料２（１） 
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・「政治資金監査に関する具体的な指針」のうち以下の項目 

Ⅳ．政治資金監査指針① 一般監査指針 

Ⅴ．政治資金監査指針② 個別監査指針 

Ⅵ．政治資金監査指針③ 会計責任者等に対するヒアリング 

Ⅶ．政治資金監査報告書 

Ⅷ．その他の留意事項 

・参考資料

・「政治資金監査関係法令集」

４ 研修の実施方法 

政治資金適正化委員会は次の方法により研修を実施し、登録政治資金監査

人はいずれかの研修を受けるものとする。 

（１）集合研修 

政治資金適正化委員会が定める日時及び会場において、研修受講者を集

めて実施する研修。 

（２）個別研修 

政治資金適正化委員会が個別の研修受講者ごとに定める日時及び会場に

おいて、当該個別の研修受講者に対して実施する研修。 

（３）リモート研修 

政治資金適正化委員会が個別の研修受講者ごとに定める期間において、

当該個別の研修受講者に対してインターネットを通じて実施する研修。 

５ 研修の受講手続 

 研修の受講手続については、次のとおりとする。 

（１）研修事前申込書の提出 

 研修の受講を希望する者は、政治資金適正化委員会のホームページ上の

受講申込画面に必要な事項を入力し氏名、登録番号、集合研修・個別研修・

リモート研修の別及び受講希望日時（リモート研修の場合は受講希望月）

を送信する。

なお、インターネットによる申込が難しい場合は、記載した政治資金監

査に関する研修事前申込書（別紙様式１）（以下「研修事前申込書」という。）

を、次の区分に従いそれぞれ定めるところにより、政治資金適正化委員会

に提出することとする。 
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①集合研修 原則として受講希望日の４週間前まで（必着）

②個別研修 原則として受講希望日の１週間前まで（必着）（受講可能な

日時について、あらかじめ政治資金適正化委員会事務局に確認するこ

と。）

③ リモート研修 政治資金適正化委員会が指定する申込期限まで（必着） 

（２）研修受講者への通知 

政治資金適正化委員会は、研修事前申込書の記載内容を確認の上、定員

の範囲内で、研修受講者に対し、次の区分に従いそれぞれ定めるところに

より通知を行う。 

①集合研修・個別研修 研修を行う日時及び会場の所在地等を記載した政治資

金監査研修受講通知書（別紙様式２）を交付する。 

②リモート研修 受講に必要な情報（ID・パスワード、受講可能期間等）を通

知する。 

（２３）政治資金監査研修申込書の提出 

集合研修及び個別研修の場合は政治資金監査研修受講通知書を交付され

た者、リモート研修の場合は受講に必要な情報を通知された研修の事前申

込をした者は、研修手数料６千円分の収入印紙を貼付した政治資金監査研

修申込書（別紙様式２３）に必要な事項を記入し、次の区分に従いそれぞ

れ定めるところにより、政治資金適正化委員会に提出することとする。 

① 集合研修 政治資金監査研修受講決定通知書に記載の期日まで（必着） 

② 個別研修 研修日当日（持参）

③リモート研修 予め通知された期日まで（必着）

（３４）政治資金監査研修資料受講票等の交付 

政治資金適正化委員会は、政治資金監査研修申込書を提出した研修受講

者に対して政治資金監査研修受講票（別紙様式４）（集合研修及び個別研修

の場合に限る。）及び３の研修資料を交付する。 

（４５）研修手数料の取扱い 

政治資金適正化委員会は、集合研修及び個別研修の場合は政治資金監査

研修受講票及び研修資料の交付を受けた者、リモート研修の場合は研修資

料の交付を受けた者が以下に該当することとなった場合においても、研修

手数料については、原則としてを返還しない。ただし、研修の日時・会場・

実施方法の変更は認めることとする。 

・ 自己の責任により研修を受講しないこととした場合
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・ 自己の責任により研修を途中で中断した場合

・ リモート研修において、自己の責任により指定された期間にすべての研

修動画（３（２）の講義を内容とした動画という。以下同じ。）の視聴

を終えることができなかった場合（研修受講者のインターネット通信環

境等に障害が発生したことによる場合を含む。）

（６）提出期限の特例 

政治資金適正化委員会は、（１）又は（３）に定める日後に、研修事前申

込書又は政治資金監査研修申込書が提出されたときは、その受講希望日時

（リモート研修の場合は受講希望月）の研修の定員に空きがあり、かつ、

当該研修の実施に支障がないと認められる場合に限り、研修受講の手続を

進めることができるものとする。

６ 研修受講者の遵守事項 

（１） 集合研修・個別研修

研修受講者は、指定された日時及び会場において研修を受講しなければ

ならない。また、研修会場となる施設の諸規定を遵守するとともに、政治

資金適正化委員会事務局の職員の指示に従わなければならない。 

（２） リモート研修

研修受講者は、指定された期間内に研修を受講しなければならない。ま

た、政治資金適正化委員会がリモート研修のために提供するサービスに係

る諸規定を遵守するとともに、政治資金適正化委員会事務局の職員の指示

に従わなければならない。 

７ 研修の修了 

 研修受講者は、一回の研修において、定められた講義のすべてを履修して

研修を修了する。 

なお、リモート研修の場合は、政治資金適正化委員会が、研修受講者によ

ってすべての研修動画の視聴が行われていること及び研修受講者本人による

有効な視聴であったことを確認することをもって研修の修了とする。 

８ 政治資金監査研修修了証書の交付 

 政治資金適正化委員会は、研修修了者に対し、政治資金監査研修修了証書

（別紙様式３５）を交付する。 
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なお、集合研修及び個別研修においては、政治資金監査研修受講票と引き

換えに交付する。 

９ 登録政治資金監査人名簿への登録等 

 政治資金適正化委員会は、研修修了者について、登録政治資金監査人名簿

に研修の修了年月日を付記するとともに、原則として総務省ホームページに

おいて研修の修了の状況有無を公告する。 

１０ 雑則 

 この要領に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、委員長が

政治資金適正化委員会に諮って定める。 

附 則 

この実施要領は、平成２０年１２月１０日から施行する。 

 ただし、平成２０年度に行う研修については、別紙様式１の注意事項に掲げ

た期日によることなく、別途政治資金適正化委員会事務局が定める期日により

取り扱うことができるものとする。 

附 則 

改正後の実施要領は、平成２２年１２月８日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、平成２５年７月１５日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、平成３０年８月９日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、令和元年５月１日から施行する。 
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附 則 

改正後の実施要領は、令和３年１０月２１日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、令和４年５月２５日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、令和６年２月２８日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、令和６年３月２５日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

改正後の実施要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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（別紙様式１） 

登録時研修（事前申込） 

政治資金監査に関する研修事前申込書 

登録政治資金監査人の氏名、連絡先等 

事 前 申 込 日 （ 送 付 日 ） 令和 年  月  日 

氏 名

登 録 番 号

電 話 番 号

電 子 メ ー ル ア ド レ ス 
※「氏名」は、政治資金適正化委員会へ業務上の呼称を届出している場合は、当該呼称を記載しても

差し支えない。

※「登録番号」は、登録政治資金監査人証票の「（登録番号）」欄に記載の番号を記載すること。

集合研修の申込記入欄（受講希望日） 

研修の実施日 研修の実施場所（例：東京都） 

第１希望 令和 年 月 日 

第２希望 令和 年 月 日 

個別研修の申込記入欄（受講希望日） 

（研修の実施場所：政治資金適正化委員会事務局（東京都千代田区）） 

研修の実施日 研修の時間 

第１希望 令和 年 月 日 午 前 ・ 午 後 

第２希望 令和 年 月 日 午 前 ・ 午 後 
※「研修の実施日」は、平日（行政機関の休日以外の日）とすること。

※「研修の時間」は、午前（10:00～13:00）又は午後（14:0013:30～17:0016:30）のいずれかを選択

すること。

※第２希望まで記入すること。

リモート研修の申込記入欄（受講希望月）

研修の実施月 

第１希望 令和 年 月 

第２希望 令和 年 月 

※「研修の実施月」は、リモート研修の実施案内に記載さ
れるリモート研修の実施期間から、受講を希望する実
施月を第２希望まで記入すること（リモート研修の実
施月が一の場合は第１希望のみ記入すること）。 
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研修単位等の認定に必要な情報の士業団体への提供について 

（公認会計士及び税理士のみ） 
当委員会が実施する登録時研修は、公認会計士にあっては（集合研修に限り）日本公認会計士協

会が会員に対して義務づけている CPD（継続的専門能力開発）の集合研修の科目の一つとして、ま
た、税理士にあっては日本税理士会連合会が後援する研修の一つとして、それぞれ認められている
ところです。 
当委員会では、当委員会が実施する登録時研修について、（受講者の同意に基づき）日本公認会計

士協会においては研修単位の認定に必要な情報を当委員会から同協会に提供することで、受講者が
同協会に研修単位の認定を申請することなしに、受講者の研修単位として認定していただくことも
可能ですので、希望される場合は「同意します。」に☑を入れてください。同協会への個別研修及び
リモート研修の研修単位の認定申請は、引き続き、自己学習として受講者からの自己申告により行
うことが必要です。
また、日本税理士会連合会においては当委員会から同連合会への受講者報告をもってのみ研修受

講時間への算入が可能となりますので、当該算入を希望される場合は「同意します。」に☑を入れて
ください。 

つきましては、該当する□に☑を入れてください。 

私（申込人）は、日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会が会員に義務づけている研修単位
等の認定のため、政治資金適正化委員会が、私の必要な情報（氏名、士業の登録番号、受講研修
名、研修の受講日）を日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会に提供することについて、 

□ 同意します。（□日本公認会計士協会 □日本税理士会連合会）
（同意する場合、どちらの会に提供してよいか☑を入れてください。両方の場合、両方とも☑を入れてください。 

☑を入れた場合は、以下の記入欄に公認会計士研修登録番号、税理士登録番号を記入すること。）

士業団体への登録番号記入欄 

公認会計士研修登録番号 

税理士登録番号 

□ 同意しません。
（同意しない場合、公認会計士にあっては受講者ご自身から日本公認会計士協会へ、直接、研修単位の認定の 

申請をお願いします。） 

※本同意は、本申込書によってお申込みされた研修のみ有効とします。次年度等の研修においても引
続き同意される場合には、当該申込書においても同意しますに☑を入れてお申込みください。

注意事項 （「注意事項」については、適宜の記載をする。）
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（別紙様式２） 

令和  年  月  日 

 様 

政治資金適正化委員会 

事務局長 

政治資金監査研修受講通知書 

政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資金監査に関する研修につい

て、下記のとおり通知します。 

記

受 講 者 氏 名 

登 録 番 号 

研 修 日 時 

研 修 会 場 

携 行 品

注意事項 

※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。
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（別紙様式２３） 

令和  年  月  日 

政治資金適正化委員会 宛 

申込者 氏名 

住所 

政治資金監査研修申込書 

政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資金監査に関する研修を受けた

いので、下記のとおり申し込みます。 

記

受 講 者 氏 名 

登 録 番 号 

研 修 日 時 

研 修 会 場 

※「受講者氏名」は、政治資金適正化委員会へ業務上の呼称を届出している場合は、当該呼称を記載し

ても差し支えない。

※「研修会場」は、リモート研修の場合は「リモート研修」と記載すること。

収入印紙貼付欄 

６千円 

消印しないこと 
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（別紙様式４） 

この受講票は、研修会場に持参してください。 

政治資金監査研修受講票 

受 講 者 氏 名 

登 録 番 号 

研 修 日 時 

研 修 会 場 

携 行 品

注意事項 

※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。
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（別紙様式３５） 

政治資金監査研修修了証書 

（氏  名） 

（登録番号）第 号 

 上記の者は、政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資

金監査に関する研修を修了したことを証する。 

 令和  年  月  日 

政治資金適正化委員会 

委員長 印 

13



令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）実施要領 

令 和 ７ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

政治資金適正化委員会決定 

改正 令和 ８年 月 日 

１ 研修の目的 

 令和６年改正政治資金規正法（※）の施行に伴い、令和９年以降に行う

政治資金監査に関する研修（以下「新制度研修」という。）は、登録政治

資金監査人が令和９年以降に政治資金監査を行うに当たって必要な専門的

知識を修得することを目的とする。 

（※）政治資金規正法の一部を改正する法律（令和６年法律第６４号）、政治資金規正法の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１号）及び政治資金規正法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２号）に

よる改正。 

２ 新制度研修の対象者 

 政治資金規正法第１９条の２７第１項に規定する政治資金監査に関する

研修を修了した登録政治資金監査人 

３ 新制度研修の時間及び内容 

（１）新制度研修の時間は全体で３時間程度（講義は２時間半程度）とす

る。

（２）講義を２時間半程度行う。講義の内容及び時間配分は、政治資金監査に

関する研修実施要領（平成２０年１２月１０日政治資金適正化委員会決

定）の「３ 研修の時間及び内容」と同様とする。 

４ 新制度研修の実施方法 

政治資金適正化委員会は次の方法により新制度研修を実施する。 

（１）集合研修

政治資金適正化委員会が定める日時及び会場において、新制度研修受

講者を集めて実施する研修。 

（２）個別研修

政治資金適正化委員会が個別の新制度研修受講者ごとに定める日時及

び会場において、当該個別の新制度研修受講者に対して実施する研修。 

（３）リモート研修

資料２（２）
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政治資金適正化委員会が個別の新制度研修受講者ごとに定める期間に

おいて、当該個別の新制度研修受講者に対してインターネットを通じて

実施する研修。 

５ 新制度研修の受講 

令和９年以降に行う最初の政治資金監査までに、新制度研修の受講を強

く推奨する。 

６ 新制度研修の受講手続 

新制度研修の受講手続については、次のとおりとする。 

（１）新制度研修受講申込書の提出

新制度研修の受講を希望する者は、政治資金適正化委員会のホームペ

ージ上の受講申込画面に必要な事項氏名、登録番号、集合研修・個別研

修・リモート研修の別及び受講を希望する研修の日時・会場（リモート

研修の場合は受講希望月）を入力し送信する。

なお、インターネットによる申込が難しい場合は、記載した書面

（「令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）受講

申込書」（別紙様式１）。（以下「新制度研修受講申込書」という。）を、

次の区分に従いそれぞれ定めるところにより、政治資金適正化委員会に

提出することとする。 

① 集合研修 原則として受講希望日の４週間前まで（必着）。

② 個別研修 原則として受講希望日の１週間前まで（必着）。（受講可能な

日時について、あらかじめ政治資金適正化委員会事務局に確認すること。）

③ リモート研修 政治資金適正化委員会が指定する申込期限まで（必着）。 

（２）研修受講者への通知

政治資金適正化委員会は、新制度研修受講申込書の記載内容を確認の上、定

員の範囲内で、新制度研修受講者に対し、次の区分に従いそれぞれ定めると

ころにより通知を行う。

① 集合研修・個別研修 研修を行う日時及び会場の所在地等を記載した

書面（「令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）受講

通知書」（別紙様式２））を交付する。

② リモート研修 受講に必要な情報（ID・パスワード、受講可能

期間等）を通知する。 

（２３）新制度研修手数料

新制度研修手数料は無料とする。
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（４）提出期限の特例

政治資金適正化委員会は、（１）に定める提出期限後に新制度研修受

講申込書が提出されたときは、その受講希望日時（リモート研修の場合

は受講希望月）の新制度研修の定員に空きがあり、かつ、当該研修の実

施に支障がないと認められる場合に、研修受講の手続を進めることがで

きるものとする。 

７ 新制度研修受講者の遵守事項 

（１）集合研修・個別研修

新制度研修受講者は、指定された日時及び会場において研修を受講

しなければならない。また、研修会場となる施設の諸規定を遵守する

とともに、政治資金適正化委員会事務局の職員の指示に従わなければ

ならない。 

（２）リモート研修

 新制度研修受講者は、指定された期間内に研修を受講しなければな

らない。また、政治資金適正化委員会がリモート研修のために提供す

るサービスに係る諸規定を遵守するとともに、政治資金適正化委員会

事務局の職員の指示に従わなければならない。 

８ 新制度研修の修了 

新制度研修受講者は、一回の研修において、定められた講義のすべてを

履修して研修を修了する。 

なお、リモート研修の場合は、政治資金適正化委員会が、新制度研修受

講者によってすべての研修動画の視聴が行われていることを確認すること

をもって研修の修了とする。 

９８ 研修受講証明書の交付 

 政治資金適正化委員会は、研修受講修了後、希望する新制度研修受講者

に対し、研修受講証明書（別紙様式２３）を交付する。なお、リモート研

修の場合は、研修受講証明書によらず、政治資金適正化委員会がリモート

研修のために提供するサービスの仕様に基づき発行される、研修受講を証

明する書面を交付する場合がある。 

１０９ 新制度研修の受講の状況の公告公表 

政治資金適正化委員会は、新制度研修受講者について、原則として総務省
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ホームページにおいて研修の受講の状況を公告公表する。

１１１０ 雑則 

 この要領に定めるもののほか、新制度研修の実施に関し必要な事項は、

委員長が政治資金適正化委員会に諮って定める。 

附 則 

この実施要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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（別紙様式１） 

新制度研修（申込） 

令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）受講申込書 

登録政治資金監査人の氏名、連絡先等 

受 講 申 込 日 （ 送 付 日 ） 令和 年  月  日 

氏 名

登 録 番 号

電 話 番 号

電 子 メ ー ル ア ド レ ス 
※「氏名」は、政治資金適正化委員会へ業務上の呼称を届出している場合は、当該呼称を記載しても

差し支えない。

※「登録番号」は、登録政治資金監査人証票の「（登録番号）」欄に記載の番号を記載すること。

集合研修の申込記入欄（受講希望日） 

研修の実施日 研修の実施場所（例：東京都） 

第１希望 令和 年 月 日 

第２希望 令和 年 月 日 

個別研修の申込記入欄（受講希望日） 

（研修の実施場所：政治資金適正化委員会事務局（東京都千代田区）） 

研修の実施日 研修の時間 

第１希望 令和 年 月 日 午 前 ・ 午 後 

第２希望 令和 年 月 日 午 前 ・ 午 後 
※「研修の実施日」は、平日（行政機関の休日以外の日）とすること。

※「研修の時間」は、午前（10:00～13:00）又は午後（14:0013:30～17:0016:30）のいずれかを選択

すること。

※第２希望まで記入すること。

リモート研修の申込記入欄（受講希望月）

研修の実施月 

第１希望 令和 年 月 

第２希望 令和 年 月 

※「研修の実施月」は、リモート研修の実施案内に記載さ
れるリモート研修の実施期間から、受講を希望する実
施月を第２希望まで記入すること（リモート研修の実
施月が一の場合は第１希望のみ記入すること）。 
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研修単位等の認定に必要な情報の士業団体への提供について 

（公認会計士及び税理士のみ） 
当委員会が実施する新制度研修は、公認会計士にあっては（集合研修に限り）日本公認会計士協

会が会員に対して義務づけている CPD（継続的専門能力開発）の集合研修の科目の一つとして、ま
た、税理士にあっては日本税理士会連合会が後援する研修の一つとして、それぞれ認められている
ところです。 
当委員会では、当委員会が実施する新制度研修について、（受講者の同意に基づき）日本公認会計

士協会においては研修単位の認定に必要な情報を当委員会から同協会に提供することで、受講者が
同協会に研修単位の認定を申請することなしに、受講者の研修単位として認定していただくことも
可能ですので、希望される場合は「同意します。」に☑を入れてください。同協会への個別研修及び
リモート研修の研修単位の認定申請は、引き続き、自己学習として受講者からの自己申告により行
うことが必要です。
また、日本税理士会連合会においては当委員会から同連合会への受講者報告をもってのみ研修受

講時間への算入が可能となりますので、当該算入を希望される場合は「同意します。」に☑を入れて
ください。 
つきましては、該当する□に☑を入れてください。 

私（申込人）は、日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会が会員に義務づけている研修単位
等の認定のため、政治資金適正化委員会が、私の必要な情報（氏名、士業の登録番号、受講研修
名、研修の受講日）を日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会に提供することについて、 

□ 同意します。（□日本公認会計士協会 □日本税理士会連合会）
（同意する場合、どちらの会に提供してよいか☑を入れてください。両方の場合、両方とも☑を入れてください。 

☑を入れた場合は、以下の記入欄に公認会計士研修登録番号、税理士登録番号を記入すること。）

士業団体への登録番号記入欄 

公認会計士研修登録番号 

税理士登録番号 

□ 同意しません。
（同意しない場合、公認会計士にあっては受講者ご自身から日本公認会計士協会へ、直接、研修単位の認定の 

申請をお願いします。） 

※本同意は、本申込書によってお申込みされた研修のみ有効とします。次年度等の研修においても引
続き同意される場合には、当該申込書においても同意しますに☑を入れてお申込みください。

注意事項 （「注意事項」については、適宜の記載をする。）
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（別紙様式２） 

令和  年  月  日 

 様 

政治資金適正化委員会 

事務局長 

令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）受講通知書 

令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）について、下記のとおり

通知します。 

記

受 講 者 氏 名 

登 録 番 号 

研 修 日 時 

研 修 会 場 

携 行 品

注意事項 

※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。
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（別紙様式２３） 

研修受講証明書 

受講者氏名

 上記の者は、下記のとおり政治資金規正法第１９条の３０第１項第３号に基づく研修を

受講したことを証明する。

記

１ 研 修 名 令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修） 

（集合研修の場合） 

２ 受講日時  令和 年 月 日 ００：００～００：００

３ 受講場所 

（個別研修の場合） 

２ 受講日時  令和 年 月 日 ００：００～００：００

３ 受講場所  総務省政治資金適正化委員会事務局内 

（リモート研修の場合）

２ 受講完了日  令和 年 月 日 

３ 受 講 方 式 リモート研修方式

※Ａ４サイズ、カラー、地紋印刷

政治資金適正化委員会 

事務局 

政治資金適正化委員会事務局 

研修受講証明 

００．００．００ 
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